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令和５年上野原市教育委員会第１１回定例会会議録 
 
１　開会日時　　　令和５年１１月２８日（火）午後　３時００分 
２　閉会日時　　　令和５年１１月２８日（火）午後　４時３５分 
３　会　　場　　　上野原市文化ホール１階　会議室１ 
４　出席委員及び欠席委員の氏名 
　　出席委員　　　教 育 長　　　土屋　すみじ 

教育長職務代理者　　　大場　卓 
　　　　　　　委　　　　　　員　　　田村　たえま 
　　　　　　　委　　　　　　員　　　市村　恵美 
　　　　　　　委　　　　　　員　　　渡部　一雄 

　　　 
　　傍 聴 者　　　なし 
 

出席職員　　　学校教育課長　　　　　　　　　　　　　　山口　和裕 
  　　社会教育課長    　岡部　貴則 
　　　　　　　学校教育課教育総務担当リーダー　　　　　井上　将寿 
　　　　　　　学校教育課学校教育担当リーダー　　　　　佐渡　忠行 
　　　　　　　社会教育課社会教育担当リーダー　　　　　櫻井　恵美 
　　　　　　　社会教育課社会教育施設担当リーダー　　　瀧森　哲也 
　　　　　　　社会教育課図書館担当リーダー　　　　　　東海林　美月 
  　  社会教育課社会教育担当副主幹  　小西　直樹 
  　　学校教育課学校教育担当主事補  　鈴木　笙永 
　　　　　　　学校教育課教育総務担当主事（事務局）　　野澤　洋介 

 
５　開　　会 
　　事務局 
　　　　ご起立願います。礼。ご着席ください。 
 
　　土屋教育長 
　　　　令和５年上野原市教育委員会第１１回定例会を開会します。 
　　　　ただいまの出席委員は４名です。 
　　　　本日の議事日程は、お手元に配布しました議事日程のとおりです。 
 
６　前会会議録の承認 
　　土屋教育長 
　　　　日程第１、前会会議録の承認でございます。第１０回定例会会議録については確

認の上、これを承認したいと思いますが、異議ございませんか。 
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　　各委員 
　　　　異議なし。 
 
　　土屋教育長 
　　　　異議なしと認めます。したがって前会会議録につきましては承認されました。 
 
７　教育長報告 
　　土屋教育長 
　　　　日程第２、教育長報告、１１月の一般報告を行います。 
　　　　会議資料の１ページをお開きください。 
 

（１１月の一般報告を行う） 
 

　　　　以上を報告させていただきます。 
ご質問等ございましたらお願いします。 

 
　  渡部委員 
　　　　教員の多忙化対策推進委員会はどのような人員で構成されているのですか。 
 

土屋教育長 
各学校の校長と保護者で構成されています。各校の取組を情報交換し、創意工夫 

をしながら改善に繋げていきます。 
 

渡部委員 
　　　　機械を取り入れて多忙化対策をするなど、市教委は費用的な面での援助はしてい

るのですか。 
 

　　井上教育総務担当リーダー 
　　　　教育支援員を取り入れている時点で費用は発生しているのですが、今回の推進委 

員会では基本的には創意工夫で解決できる面の話し合いが多かったかと思います。 
　　　　 
　　土屋教育長 
　　　　他にご質問はございますか。 
 
　　各委員 
　　　　ありません。 

 
　　　　ないようですので、以上で教育長報告を終了します。 
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８　議事 
　　土屋教育長 
　　　　日程第３、議事。 
　　　　本日の議案は、議事日程のとおり４件でございます。 
　　　　それでは、議事を始めます。 
　　　　議案第５３号「令和５年度上野原市一般会計補正予算（第４号）について」を議

題とします。それでは、事務局より説明をお願いします。 
 

事務局 
　　　　（議案を朗読し、提案を行う） 
　　　　学校教育課、社会教育課の順で説明を行い、課ごとに質疑を実施します。それで

は、学校教育課分の説明をお願いします。 
 

井上教育総務担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
 
　　佐渡学校教育担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
 

土屋教育長 
　　　　学校教育課の担当者からの説明が終わりました。 
　　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等ございませんか。 
 
　　渡部委員 
　　　　学校給食費の電気料・水道料の補正額は３００万円程ですが、こちらは電気料等

の値上げによる増額補正でしょうか。 
 
　　井上教育総務担当リーダー 
　　　　はい、電気料については料金の高騰分を再度シュミレーションし、増額していま

す。水道料については、本年度の使用量を確認し、当初予算の範囲を超えると想定

される分を増額していますが、電気料ほどの高騰にはなっておりません。 
　 
　　土屋教育長 
　　　　他にご質問・ご意見はございますか。 
 
　　大場教育長職務代理者 
　　　　中学校維持管理費の時給制の教育支援員の報酬の減額補正について、減額理由は

時給制の教育支援員がいなかったから、とのことでしたが、それは人材が見つから

なかったからという意味でしょうか。 
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　　井上教育総務担当リーダー 
　　　　本科目は療養等でお休みになられた教職員が発生した場合の代替を想定して計上

していた予算でしたが、今年度１１月末まで経過した時点で療養された教職員がお

りませんので、減額補正いたしました。 
　　 
　　土屋教育長 
　　　　他にご質問・ご意見はございますか。 
 
　　各委員 
　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　それでは、社会教育課分の説明をお願いします。 
 
　　櫻井社会教育担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
　　 
　　瀧森社会教育施設担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
 
　　東海林図書館担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
 

土屋教育長 
　　　　学校教育課の担当者からの説明が終わりました。 
　　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等ございませんか。 
 
　　各委員 
　　　　ありません。 
 

土屋教育長 
　　　　ないようですので、採決を行いたいと思います。 
　　　　議案第５３号につきましては承認をしたいと思いますが、これに意義ございませ

んか。 
　　 

各委員 
　　　　異議なし。 
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　　土屋教育長 
　　　　異議なしと認めます。従いまして、議案第５３号「令和５年度上野原市一般会計

補正予算（第４号）について」は承認されました。 
 
　　土屋教育長 
　　　　続きまして、議案第５４号「令和６年度指導主事共同設置負担金額について」を

議題とします。それでは、事務局より説明をお願いします。 
　　　 
　　事務局 
　　　　（議案を朗読し、提案を行う） 
　　　　それでは、佐渡学校教育担当リーダーより説明をお願いします。 
 
　　佐渡学校教育担当リーダー 
　　　　（資料を基に説明を行う） 
 
　　土屋教育長 
　　　　担当者からの説明が終わりました。 
　　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等ございませんか。 
 
　　大場教育長職務代理者 
　　　　指導主事に関しては、何年か前に１名になってしまった中で、２名分の予算を計

上していただく事は，粘り強く復活を求める上で非常に大切なことであると思いま

す。一方で県としては、学校規模や学校数の削減によって指導主事の人数を減らし

たところをまた１名復活させるのは現実的ではなく、要望としては、今後も指導主

事以外に情報を集約して来られる人材がいないので、それを元に上野原市や北都留

地区の学力向上に資する、という意味でも実績を残していかない限りは復活するこ

とは難しいのですが、教育委員会としてこのように予算を考えていただく事は非常

にありがたいことだと思いますので、引き続き充実させていっていただければと思

います。 
 
　　土屋教育長 

他にご質問・ご意見はございますか。 
 
　　各委員 
　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　ないようですので、採決を行いたいと思います。 
　　　　議案第５４号につきましては承認をしたいと思いますが、これに意義ございませ
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んか。 
　　 

各委員 
　　　　異議なし。 
 

土屋教育長 
　　　　異議なしと認めます。従いまして、議案第５４号「令和６年度指導主事共同設置

負担金額について」は承認されました。　続きまして、議案第５５号「上野原市指

定文化財の指定について」を議題とします。それでは、事務局より説明をお願いし

ます。 
 
　　事務局 
　　　　（議案を朗読し、提案を行う） 
　　　　それでは、小西社会教育担当より説明をお願いします。 
 
　　小西社会教育担当 
　　　　（議案を朗読し、提案を行う） 
　　 
　　土屋教育長 
　　　　担当者からの説明が終わりました。 
　　　　これより質疑を行います。ご質問、ご意見等ございませんか。 
 

各委員 
　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　ないようですので、採決を行いたいと思います。 
　　　　議案第５４号につきましては承認をしたいと思いますが、これに意義ございませ

んか。 
　　 

各委員 
　　　　異議なし。 
 
　　土屋教育長 
　　　　異議なしと認めます。従いまして、議案第５５号「上野原市指定文化財の指定に

ついて」は承認されました。 
　　　　続きまして、議案第５６号「就学指定校変更について」を議題とします。議案第

５６号でございますが、審議内容に個人情報に関わる事項が含まれていますので、

上野原市教育委員会会議規則第８条及び上野原市情報公開条例第５条に基づき会議
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を非公開とします。それでは、事務局より説明をお願いします。 
 

【 会 議 を 非 公 開 と す る 】 
 
 

【 会 議 を 公 開 と す る 】 
　　　 
　　土屋教育長 
　　　　以上で議事を終了します。 
 

土屋教育長 
　　　　日程第４　協議事項。 
        協議事項１「その他」ですが、各委員から何かございますか。 
 
　　各委員 
　　　　ありません。 
 

土屋教育長 
　　　　それでは、協議事項を終了します。 
 
　　土屋教育長 
　　　　日程第５　報告事項。 
　　　　報告事項１「上野原市奨学資金貸付制度奨学生募集について」です。事務局より

説明をお願いします。 

 

　　事務局 

　　　　（資料を基に説明を行う） 

 

土屋教育長 

　　何かご意見・ご質問はございますでしょうか。 

 

　　渡部委員 

　　　　奨学金の償還については、規則ではどのように定められていますか。 

　　　　 　  

　　事務局 

　　　　償還の開始は現状の規則では「貸与の終了した月の翌月から起算して 6月を経過

した後、10 年以内に償還するものとする。」とされています。入学時に一時金の貸

与のみの大学生等は大学在学中（大学１年生の１０月ごろ）に償還開始となり、奨

学生への負担が重いのではないかと考え、償還開始の起点を学する学校の最短修業
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年限の終期の修了以降に規則改正をする方向で進めています。 

　 

土屋教育長 

　　　　何かご意見・ご質問はございますでしょうか。 

 

各委員 

　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　報告事項２「令和５年度学力フォローアップ教室（冬季）について」です。担当

者より説明をお願いします。 

 

　　佐渡学校教育担当リーダー 

　　　　（資料を基に説明を行う） 

　　　　 　  

土屋教育長 

　　何かご意見・ご質問はございますでしょうか。 

 

各委員 

　　　　ありません。 
 

土屋教育長 
　　　　報告事項３「第１９回上野原市駅伝競走大会について」です。担当者より説明を

お願いします。 

 

　　瀧森社会教育施設担当リーダー 

　　　　（資料を基に説明を行う） 

　　　　 　  

土屋教育長 

　　何かご意見・ご質問はございますでしょうか。 

 

各委員 

　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　報告事項４「その他」ですが、事務局から報告はございますでしょうか。 
 
　　事務局 
　　　　ありません。 
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　　　　土屋教育長 

それでは、以上で報告事項を終了します。 
 
１１　その他 
　　土屋教育長 
　　　　日程第６、その他１「次回開催日について」を協議します。 
　　　　事務局から説明をお願いします。 
 
　　事務局 
　　　　次回、第１２回定例会ですが、１２月２１日（木）午後３時００分から開催した

いと考えております。委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 
 
　　各委員 
　　　　（次回開催日について協議） 
  
　　土屋教育長 
　　　　協議の結果、第１１回定例会ですが、１２月２１日（木）午後３時００分から開

催することに決定しました。 
　　　　その他２「その他」 
　　　　各委員から何かございますか。 
 
　　各委員・事務局 
　　　　ありません。 
 
　　土屋教育長 
　　　　それでは報告事項を終了します。 
　　　 
１２　閉会 
　　土屋教育長 
　　　　以上で本日の日程はすべて終了しました。 
　　　　これで、令和５年上野原市教育委員会第１１回定例会を閉会します。 
 
　　事務局 
　　　　ご起立願います。礼。ありがとうございました。 
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記録　　令和　５年１１月２８日 
 
　　　　事務局　教育総務担当　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
承認　　令和　５年１２月２１日 
 
　　　　教 育 長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
　　　　教育長職務代理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


